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循環取引循環取引
による不正とによる不正と
法務対応法務対応

弁護士　遠藤元一

「循環取引」による企業不正が後を絶たない。
同取引の問題点や、どのように防止・発見
すればよいのか検証する。

時事解説

１　

後
を
絶
た
な
い
循
環
取
引

　

会
計
不
祥
事
が
生
起
し
、
社
会
問
題

と
し
て
認
知
さ
れ
る
度
に
財
務
会
計
制

度
を
中
心
と
し
た
制
度
改
革
が
行
わ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し

て
会
計
不
祥
事
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

中
で
も
循
環
取
引
、
す
な
わ
ち
売
買
や

請
負
等
が
連
鎖
し
て
最
初
の
売
主
等
が

最
終
の
買
主
等
と
同
一
に
な
る
会
計
不

祥
事
は
少
な
く
な
い
。
直
近
で
は
、
本

年
六
月
一
二
日
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
制
作

会
社
の
㈱
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
同
社
、
子

会
社
、
取
引
先
な
ど
の
会
社
と
の
間
で

循
環
取
引
を
行
い
、
数
十
億
円
の
売
上

高
水
増
し
に
よ
る
粉
飾
を
数
年
間
に
わ

た
り
行
い
、
金
融
商
品
取
引
法
違
反
の

疑
い
が
あ
る
と
し
て
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
の
強
制
捜
査
を
受
け
た
。
そ
の

ほ
か
本
年
七
月
一
一
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
広
告
代
理
店
の
㈱
フ
ル
ス
ピ
ー
ド

は
、
同
社
の
元
連
結
子
会
社
で
、
フ
リ

ー
ビ
ッ
ト
㈱
に
全
株
式
を
譲
渡
し
た
㈱

ベ
ッ
コ
ア
メ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
循

環
取
引
を
含
む
粉
飾
が
あ
っ
た
と
す
る

調
査
報
告
書
（
注
１
）
を
公
表
す
る
な

ど
、
後
を
絶
た
な
い
。

　

自
ら
は
首
謀
者
・
協
力
者
で
は
な
く
、

循
環
取
引
と
は
知
ら
さ
れ
ず
に
取
引
に

参
加
す
る
場
合
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

商
流
全
体
を
把
握
し
な
く
て
も
自
ら
が

契
約
関
係
に
立
つ
仕
入
先
・
販
売
先
と

の
間
で
契
約
関
係
書
類
を
授
受
す
る
だ

け
で
確
実
に
代
金
決
済
が
得
ら
れ
、
売

上
げ
を
達
成
で
き
る
利
点
が
あ
る
た
め
、

取
引
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
あ
る
日
突

然
、
首
謀
者
・
協
力
者
が
破
綻
し
（
注

２
）、
多
額
の
売
掛
金
が
焦
げ
付
き
、
さ

ら
に
は
循
環
取
引
と
わ
か
っ
て
い
な
が

ら
取
引
を
継
続
し
て
い
た
と
の
疑
義
を

か
け
ら
れ
、
民
事
・
刑
事
責
任
を
追
及

さ
れ
る
等
の
リ
ス
ク
が
生
じ
る
可
能
性

は
皆
無
で
は
な
い
。

　

本
稿
は
、
循
環
取
引
に
関
わ
る
こ
と

に
よ
る
企
業
価
値
の
毀き

損
を
避
け
る
目

的
か
ら
、
ま
ず
循
環
取
引
を
概
観
し
、

次
に
循
環
取
引
が
な
ぜ
問
題
で
あ
る
か

を
論
じ
、
最
後
に
循
環
取
引
の
防
止
・

発
見
方
法
を
整
理
す
る
。

２　

循
環
取
引
の
諸
相

（
１
）
循
環
取
引
の
多
様
な
類
型
と

概
念
の
不
明
瞭
さ

　

何
が
循
環
取
引
に
該
当
す
る
か
は
実

務
的
に
は
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
お

ら
ず
（
注
３
）、
循
環
取
引
に
多
様
な
類

型
が
存
在
す
る
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ

ろ
う
。
そ
の
い
く
つ
か
の
形
態
を
挙
げ

る
と
、
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等
が
見
ら
れ
、「
架
空
循
環
取
引
」
と
い

う
呼
称
だ
け
で
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様

な
類
型
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
感
得
し
難

① 　

実
体
を
伴
わ
な
い
架
空
の
目
的
物

が
同
一
性
を
維
持
し
た
ま
ま
循
環
す

る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
態
の
取
引

（
図
表
１
）

② 　

実
体
を
伴
う
実
取
引
と
架
空
取
引

と
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
取
引

③ 　

目
的
物
は
存
在
す
る
が
売
買
代
金

と
釣
り
合
っ
て
い
な
い
も
の
（
売
上

高
・
利
益
の
嵩か
さ

上
げ
・
水
増
し
）

④ 　

目
的
物
が
一
巡
し
た
時
点
で
リ
ー

ス
契
約
に
切
り
替
え
る
等
し
て
棚
卸

資
産
か
ら
金
融
資
産
に
変
わ
る
取
引

⑤ 　

途
上
で
目
的
物
の
仕
様〔
コ
ー
ド
〕

が
変
わ
る
取
引

⑥ 　

異
な
る
取
引
形
態
を
経
由
し
て
実

質
的
に
資
金
を
循
環
さ
せ
る
取
引（
図

表
２
）

い
点
が
あ
る
。

　

注
意
を
要
す
る
の
は
、
循
環
取
引
は

特
別
な
取
引
形
態
・
手
法
が
あ
る
わ
け

⑦ 　

最
初
の
売
主
と
最
終
の
買
主
と
が

実
質
的
に
は
同
一
だ
が
完
全
に
一
致

し
て
い
な
い
取
引

（注１）  「親会社フリービット株式会社に係る特別調査委員会の
調査報告書受領、当社による調査内容及び当社の各期連
結財務諸表に与える影響の概要並びに今後の対応につ
いて」（平成25年7月）。
▶  http://www.fullspeed.co.jp/ir/pdf/c680c7696bd2d
152f3944595372b6ac4.pdf

（注２）  ㈱インデックスは本年6月27日、東京地方裁判所に対し
民事再生手続開始申立てを行った。

（注３）  鳥羽至英「循環取引による加ト吉粉飾決算事件（上）」月
刊監査役（580号）36頁参照。

図表１　循環取引のパターン：架空の目的物が同一性を維持したまま循環（例：広島ガスHGK架空循環取引）

図表２　循環取引のパターン：異なる取引形態を経由して実質的に資金を循環
（例：クラウドゲート〈旧テラネッツ〉架空循環取引）

〈商流業者〉〈商流業者〉

Ａ社Ａ社
〈商流業者〉〈商流業者〉

Ｃ社Ｃ社

〈商流業者〉〈商流業者〉

HGKHGK

〈商流業者〉〈商流業者〉

Ｄ社Ｄ社

〈商流業者〉〈商流業者〉

Ｂ社Ｂ社

〈商流業者〉〈商流業者〉

Ｅ社Ｅ社

① Ａ物件：5,000万円

⑩ Ｂ物件：5,900万円

② Ａ物件：5,100万円② Ａ物件：5,100万円

⑥ Ａ物件：5,500万円⑥ Ａ物件：5,500万円

③ Ａ物件：5,200万円③ Ａ物件：5,200万円⑤ Ａ物件：5,400万円⑤ Ａ物件：5,400万円

⑦ Ｂ物件：5,600万円

④ Ａ物件：5,300万円

⑧ Ｂ物件：5,700万円⑧ Ｂ物件：5,700万円

⑨ Ｂ物件：5,800万円⑨ Ｂ物件：5,800万円⑪ Ｂ物件：6,000万円⑪ Ｂ物件：6,000万円

⑫ Ｂ物件：6,100万円⑫ Ｂ物件：6,100万円

テラネッツ

DE社

テラネッツ

AE社

DS社

TA社

著作物利用許諾契約
2,100万円出金

商品売買契約
3,000万円入金

ソフトウエア開発委託契約2,400万円出金
（うち迂回融資分1,000万円）

著作権使用許諾契約
残金700万円
貸倒損失

2,100万円

2,100万円 1,000万円

3,000万円

1,000万円＋1,400万円

1,000万円（迂回融資分）

3,500万円（迂回融資分）
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無
縁
だ
」
と
考
え
る
上
場
企
業
の
役
職

員
が
な
お
い
る
と
聞
く
が
、
楽
観
視
せ

ず
、
不
正
の
糸
口
が
な
い
か
日
ご
ろ
か

ら
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
関
与
者
の
属
性

　

循
環
取
引
の
関
与
者
は
、
行
為
者
の

職
位
（
経
営
者
・
上
位
管
理
者
・
そ
の

で
は
な
く
、
通
常
の
正
常
な
取
引
形
態

で
あ
る
売
買
・
請
負
・
業
務
委
託
・
ラ

イ
セ
ン
ス
契
約
等
を
利
用
し
、
そ
れ
に

仮
託
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
を
看
過
す
る
と
、
経
済
的
合
理
性

の
あ
る
正
常
な
商
取
引
と
循
環
取
引
と

を
区
別
で
き
ず
、
混
乱
に
陥
り
か
ね
な

い
。

　

例
え
ば
、
福
岡
魚
市
場
事
件
（
注
４
）

は
、
親
会
社
（
福
岡
魚
市
場
㈱
）
が
子

会
社
（
㈱
フ
ク
シ
ョ
ク
）
に
蒲か
ま

鉾ぼ
こ

等
の

製
品
を
製
造
す
る
の
に
必
要
な
鮮
魚
類

を
提
供
し
、
子
会
社
が
製
造
す
る
製
品

を
需
要
期
で
あ
る
年
末
ま
で
親
会
社
が

買
い
上
げ
・
ス
ト
ッ
ク
し
、
需
要
期
に

子
会
社
に
売
り
戻
し
て
、
子
会
社
が
顧

客
に
販
売
す
る
「
ダ
ム
取
引
」
を
行
っ

て
い
た
。
こ
の
取
引
は
経
済
的
な
合
理

性
の
あ
る
取
引
と
考
え
ら
れ
る（
注
５
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
商
品
価
値
が
な
い
蒲

鉾
等
の
製
品
を
ダ
ム
取
引
に
仮
託
し
て

水
増
し
し
て
粉
飾
を
行
う
「
グ
ル
グ
ル

回
し
取
引
」（
こ
れ
も
循
環
取
引
の
一

類
型
と
捉
え
ら
れ
る
。
注
６
）
に
は
経

済
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
親
会
社

・
子
会
社
が
、
売
上
増
加
の
維
持
や
不

良
在
庫
の
評
価
損
の
回
避
等
の
粉
飾
目

的
で
グ
ル
グ
ル
回
し
取
引
を
開
始
し
た

時
点
で
、
経
済
的
な
合
理
性
を
考
え
る

余
地
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
従
業
員
）
と
、
共
謀
関
係
の
有
無

と
で
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

▼ 

経
営
者
が
関
与
す
る
ト
ッ
プ
関
与
型

・
組
織
ぐ
る
み
型
の
場
合
（
業
務
上

の
権
限
が
広
い
）

▼ 

特
定
の
部
署
・
担
当
者
が
行
う
場
合

（
権
限
の
範
囲
が
狭
く
、
限
定
さ
れ

て
い
る
）

こ
の
二
つ
の
事
項
に
、

▼ 

共
謀
関
係
の
有
無
（
単
独
・
内
部
者

と
の
共
謀
・
外
部
者
と
の
共
謀
）

の
組
み
合
わ
せ
で
、
図
表
３
の
よ
う
な

類
型
に
分
類
さ
れ
る
（
注
７
）。

　

特
定
の
部
署
・
担
当
者
が
関
与
す
る

場
合
は
、
会
社
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る

権
限
が
具
体
的
な
業
務
の
あ
る
一
定
の

範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
行

で
き
る
循
環
取
引
の
範
囲
・
規
模
は
自

ず
と
限
ら
れ
る
が
、
経
営
者
が
関
与
す

る
場
合
、
会
社
経
営
に
関
わ
る
極
め
て

広
範
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
た
め
、

企
図
し
う
る
循
環
取
引
は
多
種
・
多
様

な
範
囲
に
及
び
、
ま
た
内
部
統
制
を
無

視
な
い
し
破
壊
し
な
が
ら
実
行
し
、
会

社
内
部
に
も
徹
底
的
な
隠
ぺ
い
を
指
示

す
る
た
め
、
財
務
上
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
な
い
段
階
で
は
通
報
・
告
発
等
が
な

い
限
り
、
循
環
取
引
の
糸
口
す
ら
つ
か

め
な
い
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
例
は
「
グ
ル
グ

ル
回
し
取
引
」
を
「
ダ
ム
取
引
の
発
展

形
」
と
捉
え
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と

な
く
「
営
業
上
の
必
要
な
い
し
短
期
間

の
資
金
繰
り
の
必
要
性
等
か
ら
の
や
む

を
得
な
い
経
営
上
の
事
情
等
が
あ
る
と

き
に
、
後
に
そ
れ
に
対
す
る
適
正
な
回

復
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
」

例
外
的
に
会
社
経
営
上
適
法
、
妥
当
と

判
示
し
て
お
り
、「
グ
ル
グ
ル
回
し
取

引
」
に
経
済
合
理
性
が
な
く
、
経
営
判

断
と
し
て
許
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
こ
と

を
看
過
し
た
点
は
問
題
で
あ
る
。

（
２
）
多
様
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

　

循
環
取
引
の
目
的
物
（
契
約
の
対
象

物
）
は
、
古
く
か
ら
、
石
油
製
品
、
水
産

物
、
繊
維
、
鉄
鋼
原
料
製
品
な
ど
が
用

い
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
、
そ
れ

に
加
え
て
、
建
築
資
材
・
機
器
、
重
機

械
、
フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

製
造
装
置
、
医
療
機
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
等
の
化
学
品
、
シ
ス
テ
ム
機
器

・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
売
買
、

著
作
物
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
、
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

契
約
等
、
極
め
て
多
種
多
様
な
商
品
や

役
務
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

「
わ
が
社
は
商
社
で
は
な
く
、
取
り
扱

う
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
も
循
環
取
引
と
は

図表３　不正行為の特徴と9つの類型

（注４）福岡高判平成24年4月13日、金融商事判例1399号24頁。
（注５）需給間のギャップを調整し、ファイナンスの役割等を果たす「備蓄取引」に該当する。
（注６）  二者間での循環取引（往復取引と呼ばれる）で、㈱フクショクが魚市場のみならず複数の仕入業者との間で往復取引を行っている点に特徴がある。
（注７）  「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」経営研究調査研究報告第40号（日本公認会計士協会、平成22年4月）9頁。

▶http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_fi eld/pdf/2-3-40-3-20100419.pdf
外部との共謀がない単独犯での循環取引も存在する。「当社の不適切な会計処理に関する調査結果等のご報告」（愛知時計電機㈱、平成22年11月）等。
▶http://www.aichitokei.co.jp/ir/disclose/pdf/101111_01.pdf

❶　経営者単独不正
❷ 　経営者同士、経営者と上位管理者あるいは経営者と従
業員といった内部共謀による不正
❸ 　経営者と他の会社や外による外部者との外部共謀によ
る不正
❹　上位管理者単独の不正
❺ 　上位管理者同士あるいは上位管理者と従業員との内部
共謀による不正
❻　上位管理者と他の会社や外部者との外部共謀による不正
❼　従業員単独の不正
❽　従業員同士の内部共謀による不正
❾　従業員と他の会社や外部者との外部共謀による不正

出典：「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」経営研究調査会報告第40号（日本公認会計士協会）10頁。

経営者

単独 内部共謀 外部共謀

その他
従業員

上位管理者

❶

❹

❼

❷

❺

❽

❸

❻

❾
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（
４
）
関
与
者
に
よ
り
異
な
る

目
的
・
動
機

　

循
環
取
引
の
目
的
・
動
機
は
、
経
営

者
関
与
型
と
従
業
員
関
与
型
と
で
異
な

る
。
経
営
者
関
与
型
で
は
、
決
算
内
容

を
実
態
よ
り
良
く
見
せ
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
り
、

① 　

架
空
売
上
に
よ
り
成
長
性
を
偽
装

し
、
信
用
力
を
維
持
す
る
（
注
８
）

②　

配
当
の
維
持
あ
る
い
は
増
加

③ 　

取
引
先
や
金
融
機
関
へ
の
信
用
力

の
維
持
・
債
務
者
区
分
の
向
上

④ 　

市
場
に
お
け
る
資
金
調
達
の
容
易

性
の
確
保

等
が
あ
る
。

　

従
業
員
関
与
型
で
は
、

①　

売
上
目
標
の
達
成
（
注
９
）

②　

負
債
の
調
整
・
隠
ぺ
い

③　

取
引
先
の
支
援

④　

不
良
在
庫
の
隠
ぺ
い

⑤　

融
通
手
形
の
切
り
合
い

等
で
あ
る
（
注
10
）。

３　

循
環
取
引
の
問
題
点

　

│
企
業
価
値
を
毀
損
す
る

　

二
つ
の
ク
ラ
イ
シ
ス
リ
ス
ク

　

循
環
取
引
の
問
題
点
は
、
大
別
し
て

二
つ
の
面
で
企
業
価
値
を
毀
損
さ
せ
る

ク
ラ
イ
シ
ス
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
こ
と

な
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
市
場
か
ら
の

信
認
・
上
場
企
業
と
し
て
の
レ
ピ
ュ
テ

ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
や
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

・
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
う

る
。
ま
た
、
重
要
な
虚
偽
記
載
に
該
当

す
る
場
合
は
、
課
徴
金
に
よ
る
処
分
や

民
事
責
任
を
追
及
さ
れ
、
循
環
取
引
を

企
図
あ
る
い
は
そ
れ
に
協
力
し
た
経
営

者
・
従
業
員
の
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
た
め
、
企
業
の
信
用
は

毀
損
し
、
多
大
な
負
担
を
も
た
ら
す
。

４　

循
環
取
引
の
「
防
止
」

　

お
よ
び
「
発
見
」

（
１
）
防
止
・
発
見
の
必
要
性

　

い
か
な
る
態
様
で
あ
れ
循
環
取
引
に

関
与
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
ま
た
、
関

与
し
た
場
合
に
早
期
に
発
見
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
（
注
12
）。

　

し
か
し
循
環
取
引
は
、
実
在
す
る
取

引
先
を
利
用
し
、
売
上
げ
の
架
空
・
過

大
計
上
と
同
時
に
仕
入
れ
の
架
空
・
過

大
計
上
を
実
際
に
行
い
、
買
主
お
よ
び

仕
入
先
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
売
買
契
約

関
係
書
類
を
作
成
・
整
備
し
（
偽
造
の

場
合
も
あ
る
）、
会
計
記
録
、
在
庫
等
の

保
有
資
産
の
偽
装
も
徹
底
し
て
行
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
、
正
常
な
取
引
条
件

が
整
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
な

で
あ
る
。

　

第
一
は
、
取
引
先
に
対
す
る
信
用
を

低
下
さ
せ
る
「
信
用
リ
ス
ク
」
で
あ
る
。

循
環
取
引
で
は
契
約
の
目
的
物
が
存
在

し
な
い
か
、
存
在
し
て
も
売
買
代
金
に

見
合
っ
て
い
な
い
商
品
で
あ
る
た
め
に
、

買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
、
商

品
が
売
掛
金
の
担
保
と
し
て
機
能
し
な

い
。
そ
の
上
、
循
環
取
引
は
本
来
で
あ

れ
ば
新
規
に
与
信
を
供
与
で
き
な
い
か
、

あ
る
い
は
与
信
を
継
続
で
き
な
い
取
引

先
に
対
し
与
信
を
供
与
す
る
場
合
が
多

い
し
、
滞
留
在
庫
や
延
滞
債
権
を
先
送

り
す
る
目
的
の
場
合
は
す
で
に
発
生
し

て
い
る
信
用
リ
ス
ク
が
さ
ら
に
増
大
す

る
こ
と
に
な
る
（
注
11
）。

　

特
に
厄
介
な
の
は
、
直
接
の
取
引
先

で
は
な
い
、
循
環
の
環
に
参
加
し
て
い

る
企
業
の
中
の
一
社
だ
け
で
も
決
済
が

で
き
な
い
場
合
、
そ
の
影
響
が
回
り
ま

わ
っ
て
自
社
に
波
及
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
元（
仕
入
先
）

お
よ
び
販
売
先
は
信
用
を
供
与
で
き
る

企
業
で
あ
る
た
め
、
与
信
上
の
リ
ス
ク

が
な
い
も
の
と
認
識
し
て
介
入
取
引
当

事
者
と
し
て
参
画
し
て
も
、
自
社
と
直

接
契
約
関
係
に
は
な
い
が
循
環
取
引
の

環
に
参
加
し
て
い
る
企
業
の
一
社
が
代

金
決
済
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
破
綻
す

る
と
、
同
社
と
契
約
関
係
に
立
つ
当
事

者
か
ら
順
繰
り
あ
る
い
は
遡
っ
て
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
な
い
こ
と
を
理

由
と
し
て
販
売
先
か
ら
は
代
金
の
支
払

い
を
受
け
ら
れ
ず
、
販
売
先
に
よ
る
代

金
支
払
い
の
拒
絶
や
仕
入
先
へ
の
返
還

が
拒
絶
さ
れ
る
な
ど
の
リ
ス
ク
が
生
じ

う
る
。

　

第
二
は
、
会
社
計
算
書
類
の
虚
偽
記

載
等
や
有
価
証
券
報
告
書
等
の
重
要
な

虚
偽
記
載
等
の
会
社
法
、
金
融
商
品
取

引
法
違
反
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
実
態
を

伴
わ
な
い
、
あ
る
い
は
水
増
し
さ
れ
た

取
引
に
よ
る
粉
飾
は
決
算
に
影
響
を
与

え
、
金
額
次
第
で
は
過
年
度
決
算
訂
正

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
発
覚
時
期
次
第
で

は
決
算
手
続
を
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い

事
態
に
陥
る
。
連
結
子
会
社
で
の
循
環

取
引
が
親
会
社
の
有
価
証
券
報
告
書
等

の
虚
偽
記
載
に
発
展
し
か
ね
な
い
深
刻

（注８）  ㈱インデックスのケースはまさにこれに該当するであろう。
（注９）  ㈱ベッコアメ・インターネットは、手数料の取得が目的であった。前掲・注１、14、21～ 22頁。
（注10）  一ノ宮士郎『QOE〔利益の質〕分析』（中央経済社、2008年）82～ 83頁、手塚仙夫『取引別・勘定

科目別─虚偽表示リスクを見抜く監査ノウハウ［第3版］』（中央経済社、2010年）71～ 72、81頁。
（注11）  星野豊「判批」ジュリスト（1432号）106頁は循環取引を無効と考える理由として、他人をして当

該当事者の事業に係る業績を見誤らせるおそれがあることを付加することを示唆する。
（注12）  「発見」は不正が起きたか、起きているかを適時かつ迅速に認識する手法に焦点を、「防止」は不正

の発生を阻止する方針、手続き、訓練およびコミュニケーションを包含するとの差異がある。
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⑫ 　

取
引
先
へ
の
売
掛
金
残
高
確
認
で

差
異
が
あ
る
取
引
先
が
な
い
か

等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
方
法
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
３
）
取
引
内
容
・
条
件
に
着
目
し
た

チ
ェ
ッ
ク

　

第
二
に
、
取
引
条
件
に
着
目
し
て
予

防
・
発
見
す
る
方
法
と
し
て
、
次
の
①

〜
④
が
あ
る
。

① 　

異
例
な
取
引
条
件
、
つ
ま
り
合
理

的
な
理
由
が
な
い
の
に
通
常
と
異
な

る
下
記
⒜
〜
⒤
の
よ
う
な
条
件
お
よ

び
事
象
が
見
ら
れ
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク

す
る

　

⒜ 　

手
数
料
（
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
マ

ー
ジ
ン
）
が
通
常
よ
り
著
し
く
高

い
、
あ
る
い
は
低
い

　

⒝ 　

買
主
が
販
売
先
か
ら
代
金
を
回

収
し
た
後
に
仕
入
先
に
代
金
を
支

払
う
条
件
に
な
っ
て
い
る

　

⒞ 　

買
主
の
代
金
支
払
を
契
約
外
の

第
三
者
が
保
証
す
る

　

⒟ 　

そ
の
他
一
方
当
事
者
に
著
し
く

ど
、巧
妙
な
隠
ぺ
い
作
業
を
伴
う
た
め
、

容
易
に
は
発
覚
し
難
い
（
注
13
）。

　

し
か
し
、
短
絡
的
で
単
純
な
循
環
取

引
は
、
そ
の
手
口
・
特
徴
を
理
解
し
相

当
な
注
意
を
払
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば

発
見
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
緻
密
に

仕
組
ま
れ
た
循
環
取
引
も
、
財
務
諸
表

に
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
多
岐
に
わ

た
り
実
態
と
異
な
る
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
、
周
到
に
取

り
繕
っ
て
も
綻
び
が
生
じ
、
永
続
的
に

隠
し
続
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
企

業
は
、
限
ら
れ
た
経
営
リ
ソ
ー
ス
の
中

で
不
正
リ
ス
ク
を
合
理
的
か
つ
許
容
で

き
る
範
囲
ま
で
低
減
す
る
こ
と
を
基
本

的
な
方
針
と
し
て
循
環
取
引
の
防
止
・

発
見
方
法
を
探
求
・
整
備
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
（
注
14
）。
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
、
以
下
、
い
く
つ
か
の
防
止
・

発
見
方
法
を
整
理
し
よ
う
。

（
２
）
与
信
債
権
管
理
に
よ
る

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　

第
一
に
、
与
信
・
債
権
管
理
を
活
用

し
て
循
環
取
引
を
予
防
・
発
見
す
る
方

法
が
有
用
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

① 　

特
定
の
取
締
役
等
の
み
で
管
理
す

る
特
別
枠
・
特
別
管
理
の
取
引
が
な

い
か

② 　

取
引
を
行
う
た
め
に
必
要
な
取
締

有
利
な
特
約
が
あ
る

　

⒠ 　

売
主
が
転
売
先
の
紹
介
ま
た
は

買
戻
し
を
約
束
す
る

　

⒡ 　

契
約
を
締
結
す
る
前
に
最
終
需

要
者
に
目
的
物
を
納
入
済
み
で
あ

る

　

⒢ 　

転
売
先
と
転
売
契
約
の
合
意
を

し
て
か
ら
、
仕
入
先
で
あ
る
売
主

と
契
約
を
締
結
す
る

　

⒣ 　

仕
入
先
に
購
入
代
金
全
額
を
支

払
い
な
が
ら
、
買
主
に
は
一
部
の

み
分
割
納
入
、
分
割
請
求
を
繰
り

返
す

　

⒤ 　

当
事
者
の
中
に
信
用
力
の
あ
る

企
業
が
存
在
し
、
そ
の
企
業
が
撤

退
し
て
も
、
同
様
の
信
用
力
の
あ

る
企
業
が
参
画
し
て
従
前
と
同
様

の
取
引
が
継
続
す
る

② 　

商
品
の
取
引
金
額
が
異
常
に
高
く
、

取
引
量
も
異
常
に
多
い
、
ま
た
同
一

取
引
先
に
対
す
る
あ
る
商
品
の
単
価

が
著
し
く
変
化
す
る
等
の
特
徴
が
見

ら
れ
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る

③ 　

本
来
の
事
業
・
業
務
と
の
関
連
性

に
お
い
て
、
以
下
の
⒜
〜
⒟
の
事
象

が
見
ら
れ
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る

　

⒜ 　

介
入
取
引
を
行
う
こ
と
が
不
自

然
で
馴な

染
ま
な
い
企
業
が
介
入
取

引
に
参
画
し
て
い
る

　

⒝ 　

そ
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
取
り

役
会
決
議
・
社
内
決
裁
手
続
を
経
て

い
な
い
取
引
が
な
い
か

③ 　

必
要
な
取
締
役
会
決
議
・
社
内
決

裁
手
続
は
経
て
い
る
が
、
稟り
ん

議
書
等

に
虚
偽
あ
る
い
は
不
十
分
な
記
載
や

大
口
取
引
先
の
記
載
が
抜
け
て
い
る

事
態
が
な
い
か

④ 　

取
締
役
会
の
決
議
や
上
長
の
稟
議

・
許
可
が
不
要
と
な
る
金
額
で
の
取

引
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
な
い
か

⑤ 　

取
引
先
を
意
図
的
に
分
散
す
る
取

引
が
な
い
か

⑥　

取
引
金
額
に
異
常
性
が
な
い
か

⑦ 　

与
信
限
度
を
超
え
た
り
、
限
度
額

が
急
激
に
拡
大
し
た
取
引
先
は
な
い

か
⑧ 　

与
信
の
供
与
・
増
額
を
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
担
保
を
徴
求
し

て
い
な
い
取
引
先
が
な
い
か

⑨ 　

最
初
の
売
主
等
や
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ

ー
を
確
認
で
き
な
い
、
商
品
の
実
在

や
仕
入
先
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明

が
さ
れ
な
い
取
引
が
な
い
か

⑩ 　

大
口
・
優
良
取
引
先
で
あ
る
の
に
、

接
触
の
あ
る
社
内
の
関
係
者
が
特
定

の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
取
引
先
は
な

い
か

⑪ 　

自
由
に
価
格
を
決
め
た
り
、
仕
入

先
・
販
売
先
を
選
択
す
る
裁
量
の
な

い
取
引
は
な
い
か

（注13）  現金による決済を行う場合、売上高が順調に増加し、売上債権、仕入債務も規則的に増加し、財務のバラ
ンスが崩れないので、取引を継続しても、循環取引は発覚しにくい。

（注14）  発見に加えて防止への取組が費用対効果が高いことは不正対策の専門家の間では定説になっている。甘粕潔
「不正リスク要因の考察─不正リスクへの対応を意識した監査の要点」現代監査（20号）32～ 33頁。

（注15）不正に気付くのは現場に最も近い者であり、実際、内部通報により発覚した事案は多い。
（注16）拙著『循環取引の実務対応─予防・発見から法的紛争処理まで─』（民事法研究会、2012年）317 ～ 324頁。
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た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ツ
ー
ル
と
し
て
極
め

て
重
要
な
制
度
で
あ
り
、
自
社
の
役
職

員
が
不
正
に
関
わ
る
情
報
を
自
発
的
・

積
極
的
に
通
報
し
や
す
く
な
る
よ
う
な

制
度
の
設
計
・
整
備
・
運
用
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
通
報
者
の

立
場
・
利
益
が
確
実
に
擁
護
さ
れ
、
通

報
を
行
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
担
保
さ

れ
る
よ
う
な
制
度
と
し
て
構
築
・
運
用

で
き
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
が

重
要
で
あ
る
（
注
15
）。

　

情
報
収
集
・
伝
達
体
制
の
拡
充
の
観

点
か
ら
、
取
引
関
係
者
（
エ
ン
ド
ユ
ー

ザ
ー
を
含
む
）
を
対
象
と
し
た
外
部
通

報
制
度
を
設
け
る
こ
と
も
一
案
で
あ
る
。

例
え
ば
、
取
引
関
係
者
か
ら
の
ク
レ
ー

ム
等
に
つ
い
て
本
社
管
理
部
で
一
元
的

に
管
理
し
、
事
業
部
に
お
け
る
異
常
が

発
生
し
た
場
合
の
情
報
を
適
時
か
つ
網

羅
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る（
注
16
）。

（
６
）
そ
の
他

　

以
上
の
ほ
か
に
も
、
類
型
的
に
不
正

を
含
む
可
能
性
の
高
い
取
引
に
着
目
す

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
注
17
）
や
、
財
務
分

析
に
よ
る
発
見
方
法
等
が
あ
る（
注
18
）。

ま
た
、
集
ま
っ
た
情
報
を
役
職
員
が
分

析
・
活
用
し
、
不
正
の
糸
口
を
認
知
で

き
る
専
門
的
知
見
を
身
に
つ
け
る
こ
と

も
求
め
ら
れ
よ
う
（
注
19
）。

扱
う
こ
と
が
不
自
然
な
企
業
や
部

門
が
当
事
者
と
し
て
参
画
し
て
い

る

　

⒞ 　

加
工
を
し
て
い
な
い
の
に
、
原

材
料
・
仕
掛
品
を
仕
入
れ
て
自
社

で
加
工
し
て
完
成
し
た
形
を
取
り
、

商
品
番
号
等
を
変
更
し
て
商
品
を

売
り
戻
し
て
い
る

　

⒟ 　

引
き
合
い
か
ら
契
約
の
締
結
、

物
件
の
引
渡
し
、
代
金
支
払
ま
で

が
極
端
に
短
期
間
で
行
わ
れ
、
代

金
決
済
が
短
期
間
で
頻
繁
に
行
わ

れ
る

（
４
）
契
約
書
・
契
約
関
係
書
類
の

異
常
性
に
着
目
し
た
チ
ェ
ッ
ク

　

第
三
に
、
契
約
書
・
関
係
書
類
の
異

常
性
に
着
目
す
る
方
法
が
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
以
下
の
方
法
と
な
る
。

① 　

通
常
作
成
さ
れ
る
べ
き
契
約
書
お

よ
び
契
約
関
係
書
類
が
作
成
さ
れ
て

い
な
い
異
常
性
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク

す
る

② 　

契
約
書
や
関
係
書
類
は
作
成
さ
れ

て
い
る
が
、
以
下
の
⒜
〜
⒢
の
異
常

性
が
見
ら
れ
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る

　

⒜ 　

本
来
の
作
成
時
期
と
異
な
る
時

期
、
あ
る
い
は
ま
と
ま
っ
て
作
成

さ
れ
た
り
、
送
付
時
期
が
本
来
の

時
期
と
は
異
な
っ
て
い
る

　

ま
た
、
平
成
二
五
年
三
月
に
金
融
庁

企
業
会
計
審
議
会
が
公
表
し
た
「
監
査

基
準
の
改
訂
及
び
監
査
に
お
け
る
不
正

リ
ス
ク
対
応
基
準
の
設
定
に
関
す
る
意

見
書
」（
注
20
）
は
、「
財
務
諸
表
の
重

要
な
虚
偽
表
示
を
ど
の
よ
う
に
検
出
し

て
監
査
の
有
効
性
を
高
め
る
か
」
と
い

う
問
い
か
け
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て

策
定
さ
れ
た
新
た
な
監
査
基
準
で
あ
る

（
注
21
）。
監
査
人
だ
け
で
な
く
、
企
業

の
内
部
監
査
部
門
等
が
会
計
不
祥
事

（
循
環
取
引
）
の
糸
口
を
発
見
す
る
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

も
有
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

　

⒝ 　

時
系
列
が
不
自
然
に
前
後
し
て

い
る

　

⒞ 　

本
来
の
目
的
物
で
あ
る
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
記
載
が
欠
落
、

あ
る
い
は
通
常
よ
り
簡
略
・
大
雑

把
な
記
載
に
な
っ
て
い
る

　

⒟ 　

取
引
数
量
や
価
格
が
ラ
ウ
ン
ド

数
字
に
な
っ
て
い
る

　

⒠ 　

同
じ
仕
様
、
金
額
、
取
引
量
等

の
明
細
の
請
求
書
、
貨
物
受
領
書

が
複
数
見
ら
れ
る

　

⒡ 　

通
常
と
は
異
な
る
独
自
の
書
式

が
用
い
ら
れ
、
そ
の
他
の
異
常
性

が
あ
る

　

⒢ 　

目
的
物
の
納
品
・
検
収
に
必
要

な
手
続
き
が
取
ら
れ
て
い
な
い
の

に
検
収
書
が
作
成
さ
れ
た
り
、
検

収
書
が
作
成
・
添
付
さ
れ
て
い
て

も
、
取
引
先
の
社
印
や
担
当
部
署

の
決
済
権
者
の
印
で
は
な
く
、
個

人
の
認
印
が
押
印
さ
れ
て
い
た
り
、

入
金
予
定
日
の
記
載
が
な
い

（
５
）
内
部
通
報
制
度

　

第
四
に
、
内
部
通
報
制
度
に
よ
る
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
で
あ
る
。

　

内
部
通
報
制
度
は
早
い
段
階
で
不
正

の
芽
を
摘
み
、
不
正
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
減
殺
す
る
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
経
営
を
実
現
す
る

えんどう・もとかず
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（注17）  過去にソフトウエア取引を舞台とした循環取引が多発しており、情報産業サービスにおける「会計環境の特質」が注目されている。
（注18）前掲・注16、249 ～ 268頁、273 ～ 279頁。
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